
 

ガソリン等の適切な使用を確保し、火災予防を徹底するため、店舗又は通信販売で容器入りガソ

リン等を販売する際は、顧客の本人確認、使用目的の確認、販売記録の作成を行うようお願いいた

します。 

容器入りガソリンを販売される事業所の皆様におかれましては、本取組み内容について、ご理解と

ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「台帳様式例」（販売記録表）、「リーフレット」については、下記リンクからダウンロードができます。 

総務省消防庁ホームページ https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/gasoline/tutatsu.html 

 

容器入りのままで販売されるガソリン等の適切なガソリン等の適切な使用の確保等について 

（消防危第 60 号令和 2年 3 月 11 日）  

PDF https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/gasoline/items/200311_kiho_60.pdf 
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